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平成２９年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合 

議会（臨時会）会議録  

 

 平成２９年９月２７日（水）午後３時より、平成２９年第３回羽村・瑞穂地区学校給

食組合議会（臨時会）を羽村・瑞穂地区第２学校給食センタ－会議室に招集した。 

 

１．出席議員   ６ 名 

   １ 番 吉野 一夫   ２ 番 印南 修太   ３ 番 鈴木 拓也 

   ４ 番 下野 義子   ５ 番 西川美佐保   ６ 番 森   亘 

 

２．欠席議員   ０  名 

 

３．出席説明者 

   管 理 者  並 木   心   副 管 理 者  杉 浦 裕 之 

   教 育 長  桜 沢   修   会計管理者  田 中 繁 生 

   事 務 局 長  郷   良 則   給 食 課 長  桶 田   潔 

   庶 務 係 長  市 川   晃   管理給食係長  橋 本 正 志 

   庶  務  係  瀧 島 淳 介 

 

４．本日の日程は、次のとおりである。 

  議事日程（第１号） 

   日程第１ 会議録署名議員の指名について 

   日程第２ 会期の決定について    

   日程第３ 議案第８号 教育委員会委員の任命について 
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                           開会時刻 午後３時００分 

 

○議  長（下野義子） 改めまして、こんにちは。ただいまの出席議員は６名です。定

足数に達しておりますので、ただいまより平成２９年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組

合議会（臨時会）を開会いたします。 

  議事日程に入る前に、管理者から発言の申し出がありますので、これを許します。並

木管理者。 

○管 理 者（並木 心） 皆様、こんにちは。議長のお許しをいただきましたので、一言

ご挨拶を申し上げます。 

  本日は、平成２９年第３回羽村・瑞穂地区学校給食組合議会臨時会を招集申し上げま

したところ、公私ともにご多忙の中、議員各位のご出席を賜りまして、誠にありがとう

ございます。 

  当組合におきましては、設立以来、議員の皆様方をはじめ、関係各位のご協力により、

行政運営もきちんとしているところでございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  本日、ご提案をさせていただきます案件は、人事案件１件でございます。 

  当教育委員会の委員が９月３０日をもって辞職をされるということで、その議案を提

出させていただきたいと思います。よろしくご審議の上、ご同意を賜りますようお願い

申し上げまして、簡単でありますけれども、挨拶とさせていただきます。よろしくお願

い申し上げます。 

○議  長（下野義子） 以上をもって、管理者の発言は終わりました。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付してあります議事日程第１号のとおりです。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第７１条の規定に基づき、３番 鈴木拓也議

員、５番 西川美佐保議員を指名いたします。 

  次に、日程第２、「会期の決定について」の件を議題といたします。 

  お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これ

にご異議ありませんか。 

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議  長（下野義子） ご異議なしと認めます。よって、会期は本日１日間と決定いた

しました。 

  次に、日程第３、議案第８号「教育委員会委員の任命について」の件を議題といたし

ます。 

  提出者から提案理由の説明を求めます。並木管理者。 

○管 理 者（並木 心） 議案第８号「教育委員会委員の任命」につきましてご説明いた

します。 

  平成２３年１０月３日より、羽村・瑞穂地区学校給食組合教育委員会委員として組合

の教育行政にご尽力をいただいておりました島田哲一郎氏から、一身上の都合により、

平成２９年９月３０日をもって辞職したい旨の願いが提出されました。 

  教育委員会委員の辞職については、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第１
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０条の規定により、当該地方公共団体の長及び教育委員会の同意を得ることとなってお

り、任期途中でありますが、それぞれが同意をしたところであります。 

  このため、後任といたしまして、新たに永井英義氏を羽村・瑞穂地区学校給食組合教

育委員会委員として任命いたしたく、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４

条第２項の規定により、議会のご同意をいただくため本案を提出するものであります。 

  永井氏の住所は、羽村市神明台三丁目１番地４ ネオステージ羽村１０２、生年月日

が昭和４７年７月１１日、任期につきましては、「地方教育行政の組織及び運営に関する

法律」第５条の規定により、前任者の残任期間となりますので、平成２９年１０月１日

から平成３２年３月３１日までであります。 

  永井氏の主な経歴は、お手元に配付しております議案第８号資料のとおりですが、ご

本人は、人格高潔で、教育行政には高い識見の持ち主であり、教育委員会委員にふさわ

しい方であります。 

  また、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」第４条第５項の規定では、「委員

のうちに保護者である者が含まれなければならない」としており、今回の任命について

は、保護者でもあります永井氏に教育委員会委員をお願いするものであります。 

  以上、よろしくご審議の上、ご同意くださいますようお願いをいたします。 

○議  長（下野義子） これをもって提案理由の説明が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑ございませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議  長（下野義子） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了いたします。 

  これより討論に入りますが、通告がございません。ほかに討論ありませんか。 

      （「なし」と呼ぶ者あり） 

○議  長（下野義子） 討論なしと認めます。これをもって討論を終了いたします。 

  これより、議案第８号「教育委員会委員の任命について」の件を採決いたします。 

  お諮りいたします。本件は原案のとおり同意することにご異議ありませんか。 

      （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議  長（下野義子） ご異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり同意され

ました。 

  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

これにて閉会いたします。大変ご苦労さまでした。 

                             午後３時０６分 閉会 

 

 

 

 


